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　中学校卒業予定者、中学校既卒者又は
　高等学校等１年未満中途退学者

○ ○ ○ ○ ○ ○

　高等学校等中途退学者又は高等学校在
　籍中の者で、高等学校の修得単位数が
　新宿山吹高校は、0～18単位の者
　一橋高校は、0～13単位の者
　砂川高校は、0～13単位の者

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第
２
学
年
相
当
以
上

　高等学校等中途退学者又は高等学校在
　籍中の者で、高等学校の修得単位数が
　新宿山吹高校は、19単位以上の者
　一橋高校は、14単位以上の者
　砂川高校は、14単位以上の者

○ ○ ○ ○ ○ ○

（注１）　学校によっては、この様式以外にも提出が必要となる書類があるので、出願する高校の募集案内を　　
        参照すること。　　　

　　　　　なお、令和５年３月３１日現在満２０歳以上の者（平成１５年４月１日以前に出生した者）は、
　　　　調査書の代わりに卒業証明書を提出する。

第
１
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当

（注２）　調査書・成績証明書等、出願に必要な提出書類は、必ず各学校が定める指定の用紙を使用すること。

都立高等学校入学者選抜出願書類一覧
（学力検査に基づく選抜・通信制）

共　　通

該
当
者
の
み
任
意
提
出

提 出 書 類

応 募 資 格

13

別表３

 チャレンジスクール
　　　　 　（注１）、
 八王子拓真高校
　 （チャレンジ枠）
 及びグループＡ（注２）

グ ル ー プ Ｂ
（ 注 ３ ）

○ × × ×

 チャレンジスクール（注１）、
 八王子拓真高校（チャレンジ枠）
 及びグループＡ（注２）

○ ○ × ×

グ ル ー プ Ｂ
（ 注 ３ ） × × × ×

× × × ×

 チャレンジスクール
　　　　　 （注１）、
 八王子拓真高校
 　（チャレンジ枠）
 及びグループＡ（注２）

○ ×

定

時

制

単
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制
○ ○

定 時 制 単 位 制

グ ル ー プ Ｂ
（ 注 ３ ）

定

時

制

単

位

制

グ ル ー プ Ｂ
（ 注 ３ ） ○ ○

○ ○

（注４）　別表３－２　大島海洋国際高校を除く島しょの都立高校への再提出はできない（ただし、大島高校と大島海洋国際高校
        間の志願変更はできる。）。

（注５）　別表３－３　島しょの都立高校への再提出はできない。

（注３）　グループＢとは、新宿山吹高校、六郷工科高校、飛鳥高校、板橋有徳高校、青梅総合高校及び東久留米総合高校をいう。

（注１）　チャレンジスクールとは、六本木高校、大江戸高校、世田谷泉高校、稔ヶ丘高校、桐ヶ丘高校及び小台橋高校をいう。

（注２）　グループＡとは、一橋高校、浅草高校、荻窪高校、八王子拓真高校(一般枠)及び砂川高校をいう。

別表３－１（第一次募集・分割前期募集）

都立高等学校入学願書再提出先一覧

全 日 制

別表３－２（分割後期募集・全日制第二次募集・チャレンジスクール及び八王子拓真高校（チャレンジ枠）第二次募集）

定

時

制

単

位

制

定 時 制 単 位 制

定 時 制 単 位 制 以 外

取下げ

再提出

定 時 制 単 位 制 以 外

定

時

制

再提出

全 日 制
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別表３－３（定時制第二次募集）
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